
 資料 2-2 

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 

協議が調っていることの証明書 

  

  

  令和７年９月２４日に開催した運賃協議分科会において、下記事項に関し、協議が調った

ことを証明する。    

  

記 

  

 

・協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

 

 別紙のとおり 

  

 

・運賃を適用する路線又は営業区域 

 

 別紙のとおり 

  

 

・適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件  

  

２０２５年（令和７年）１２月２７日以降適用とする。 

 

 

・運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 

 

 大島旅客自動車株式会社 代表取締役 倉﨑 嘉典 

  

  

令和７年１０月６日  

大島町地域公共交通活性化協議会  

運賃協議分科会 

会長  木 中 孝 次



 
別紙１ 

協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

 

  
 

 



 
別紙２ 

運賃を適用する路線又は営業区域 

【Ａ】大島公園ライン 【Ｂ】波浮港ライン 

①元町港 

②町役場前 

③元町北口 

④支庁前 

⑤高校前 

⑥郷土資料館入口 

⑦地の岡 

⑧大島空港入口 

⑨大島空港ターミナル 

⑩ふるさと体験館入口 

⑪北の山 

⑫桜通り 

⑬さくら小学校入口 

⑭岡田郵便局前 

⑮岡田出張所前 

⑯岡田港 

⑰塚の本 

⑱秋の浜入口 

⑲泉津 

⑳椿トンネル 

㉑大島公園 

 

①元町港 

②元町北口 

③農協前 

④元町南口 

⑤伊豆大島ミュージアム ジオノス 

⑥大昇団地前 

⑦大宮神社前 

⑧野増 

⑨清掃工場前 

⑩千波 

⑪地層切断面 

⑫砂の浜入口 

⑬間伏 

⑭送信所 

⑮差木地保育園前 

⑯差木地入口 

⑰差木地中央 

⑱差木地南口 

⑲海洋国際高校前 

⑳クダッチ 

㉑ぱれ・ら・めーる前 

㉒波浮西岸 

㉓波浮港 

㉔三中前 

㉕波浮見晴台 

㉖波浮保育園 

㉗上の山 

㉘大島町陸上競技場 

 

【Ａ】 
【Ｂ】 


